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一
　
は
じ
め
に

　
一
九
二
五
年
一
〇
月
、
マ
ジ
ョ
ー
レ
湖
畔
の
ス
イ
ス
の
町
ロ
カ
ル
ノ
で
、
い
く
つ
か
の
安
全
保
障
条
約
が
仮
調
印
さ
れ
た
。
そ
の
中
心

と
な
る
条
約
、「
ド
イ
ツ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
イ
タ
リ
ア
間
の
相
互
保
障
条
約
（Treaty of M

utual G
uarantee 

betw
een G

erm
any, Belgium

, France, G
reat Britain and Italy

）」
は
、「
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
協
定
（Rhineland Pact

）」
と
も
呼
ば
れ
、
こ
れ

に
よ
り
、
独
白
仏
英
伊
五
か
国
は
、
一
九
一
九
年
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
基
づ
く
独
白
お
よ
び
独
仏
間
の
領
土
的
現
状
、
な
ら
び
に
ラ

イ
ン
ラ
ン
ト
の
非
武
装
化
規
定
を
、
個
別
的
か
つ
集
団
的
に
保
障
し
た
。
こ
の
「
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
協
定
」
と
、
そ
れ
と
同
時
調
印
さ
れ
た

ド
イ
ツ
と
そ
の
周
辺
国
間
の
仲
裁
裁
判
条
約
な
ど
を
含
む
総
称
を
「
ロ
カ
ル
ノ
条
約
」
と
い（
1
）う。

　
ロ
カ
ル
ノ
条
約
成
立
の
端
緒
は
、
一
九
二
五
年
一
月
に
ド
イ
ツ
が
イ
ギ
リ
ス
に
行
っ
た
安
全
保
障
提
案
や
、
そ
れ
以
前
に
フ
ラ
ン
ス
が

イ
ギ
リ
ス
に
働
き
か
け
て
い
た
安
全
保
障
構
想
に
求
め
る
こ
と
が
で
き（
2
）る。
し
か
し
、
新
た
な
安
全
保
障
体
制
に
イ
ギ
リ
ス
が
参
画
す
る

か
ど
う
か
は
自
明
で
は
な
か
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
い
わ
ゆ
る
「
光
栄
あ
る
孤
立
」
の
も
と
、
平
時

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
安
全
保
障
に
極
力
関
与
し
な
い
こ
と
を
外
交
の
基
本
政
策
と
し
て
い
た
。
こ
の
政
策
は
第
一
次
世
界
大
戦
期
に
揺

ら
ぐ
も
の
の
、
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
外
交
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
全
保
障
問
題
か
ら
再
び
距
離
を
置
き
は
じ
め
た
。
例
え
ば
、
一
九
一
九
年

か
ら
二
二
年
に
か
け
、
ド
イ
ツ
を
事
実
上
の
仮
想
敵
と
す
る
英
仏
安
全
保
障
協
定
を
結
ぶ
構
想
が
幾
度
か
議
論
さ
れ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
政

府
の
消
極
的
姿
勢
に
よ
り
構
想
は
立
ち
消
え
と
な
っ（
3
）た。

と
こ
ろ
が
、
一
九
二
四
年
秋
か
ら
翌
年
春
に
か
け
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
そ
れ
ま

で
の
方
針
を
い
く
ぶ
ん
修
正
す
る
こ
と
と
な
る
。
英
仏
安
全
保
障
協
定
案
は
再
び
却
下
す
る
も
の
の
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
協
定
の
よ
う
に
仮

想
敵
を
想
定
し
な
い
相
互
的
か
つ
限
定
的
な
安
全
保
障
協
定
で
あ
れ
ば
参
加
可
能
だ
と
判
断
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
イ
ギ
リ

ス
政
府
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障
政
策
が
変
動
し
た
数
か
月
間
の
政
策
決
定
過
程
を
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
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同
時
期
を
扱
っ
た
イ
ギ
リ
ス
外
交
史
研
究
に
は
豊
富
な
蓄
積
が
あ（
4
）り、
本
稿
は
こ
れ
ら
に
多
く
を
負
う
。
主
要
な
先
行
研
究
に
共
通
す

る
特
徴
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
協
定
案
の
支
持
に
乗
り
出
す
経
緯
に
つ
い
て
、
第
二
次
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（Stanley 

Baldw
in

）
政
権
の
外
相
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（Austen Cham
berlain

）
の
役
割
を
強
調
す
る
点
に
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全

保
障
推
進
派
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
、
反
対
派
が
多
数
を
占
め
る
内
閣
を
説
得
す
る
原
動
力
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
本
稿
も
彼
を

叙
述
の
中
心
に
据
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
本
稿
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障
政
策
の
修
正
は
彼
の
独

力
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
首
相
の
一
貫
し
た
支
援
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が

採
用
し
た
ド
イ
ツ
の
構
想
に
基
づ
く
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
協
定
案
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
当
初
意
図
し
た
政
策
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
ド
イ

ツ
の
即
時
参
加
を
安
全
保
障
推
進
の
必
須
条
件
と
し
た
チ
ャ
ー
チ
ル
（W

inston Churchill

）
蔵
相
と
セ
シ
ル
（1st V

iscount Cecil of 

Chelw
ood

）
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
公
領
相
の
意
向
を
多
分
に
反
映
し
た
決
定
で
あ
っ
た
。
多
く
の
研
究
は
こ
う
し
た
他
の
閣
僚
の
役
割
を
軽
視

し
て
お
り
、
伝
記
的
研
究
が
触
れ
る
に
留
ま
っ
て
い（
5
）る。
し
か
し
、
彼
ら
を
分
析
対
象
に
含
め
な
け
れ
ば
、
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
原
案
を
め

ぐ
る
複
雑
な
政
策
決
定
過
程
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
英
仏
白
三
国
協
定
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
多

国
間
協
定
の
両
立
を
謳
う
フ
ラ
ン
ス
の
安
全
保
障
構（
6
）想を
な
ぜ
却
下
し
た
の
か
は
依
然
と
し
て
謎
の
ま
ま
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
フ

ラ
ン
ス
案
を
拒
絶
し
、
ド
イ
ツ
案
を
採
用
す
る
過
程
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
双
方
に
平
等
な
安
全
保
障
を
提
供
し
よ
う
と
い
う
イ
ギ

リ
ス
政
府
の
思
惑
が
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
両
大
戦
間
期
の
イ
ギ
リ
ス
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
秩
序
観
を
理
解
す
る
手
が
か
り
と
も
な
ろ
う
。

以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
本
稿
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障
政
策
の
変
化
が
い
か
に
し
て
起
こ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
イ
ギ

リ
ス
政
府
が
な
ぜ
ド
イ
ツ
の
安
全
保
障
提
案
を
採
用
し
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

　
本
稿
の
目
的
は
、
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
起
源
の
一
端
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
協
定
案
の
支
持
を
決
定
す
る
に
至
る
過

程
を
描
く
と
い
う
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
本
稿
が
分
析
対
象
と
す
る
時
期
は
、
一
九
二
五
年
三
月
に
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
同
協

定
案
の
支
持
を
閣
議
決
定
す
る
時
点
を
も
っ
て
終
点
と
す
る
。
そ
れ
以
後
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
基
本
方
針
は
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
調
印
ま
で
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変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

二
　
英
仏
関
係
と
安
全
保
障
問
題
、
一
九
二
四
年

　
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
て
な
お
、
英
仏
協
商
は
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
・
安
全
保
障
政
策
の
重
要
な
柱
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
戦
後
の
英
仏

関
係
は
良
好
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
そ
の
大
き
な
原
因
は
両
国
の
対
独
認
識
の
相
違
に
あ
っ
た
。
端
的
に
い
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
は
大
戦
後

も
ド
イ
ツ
を
脅
威
と
認
識
し
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
厳
格
な
執
行
と
、
ド
イ
ツ
の
周
辺
国
と
の
同
盟
網
の
形
成
を
両
輪
と
す
る
ド
イ
ツ

封
じ
込
め
を
試
み
た
。
対
照
的
に
イ
ギ
リ
ス
は
、
敗
戦
に
よ
り
軍
備
の
大
部
分
を
放
棄
し
た
ド
イ
ツ
を
も
は
や
脅
威
と
は
み
な
さ
ず
、
講

和
条
約
の
適
用
を
少
々
緩
め
て
で
も
ド
イ
ツ
と
の
和
解
を
急
ぐ
傾
向
が
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
宥
和
的
姿
勢
が
フ
ラ
ン

ス
を
苛
立
た
せ
、
ル
ー
ル
占
領
の
よ
う
な
冒
険
的
行
動
へ
と
駆
り
立
て
、
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
の
対
仏
不
信
を
深
め
る
と
い
う
悪
循
環
が
一

九
一
九
年
か
ら
二
三
年
に
か
け
て
展
開
さ
れ（
7
）た。

　
一
九
二
四
年
は
変
化
の
年
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
エ
リ
オ
（Édouard H

erriot

）
率
い
る
左
派
政
権
が
誕
生
し
、
仏
独
和
解
と
国
際

協
調
を
重
視
す
る
政
策
を
と
り
は
じ
め
た
こ
と
に
よ
り
、
英
仏
関
係
は
修
復
の
兆
し
を
見
せ
は
じ
め
る
。
そ
し
て
、
一
九
二
四
年
夏
の 

ロ
ン
ド
ン
会
議
に
お
い
て
賠
償
問
題
を
暫
定
的
に
解
決
す
る
「
ド
ー
ズ
案
」
が
採
択
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
緊
張
は
相
当
程
度
緩
和
し
た
。

し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
依
然
と
し
て
安
全
保
障
に
不
安
を
抱
い
て
い
た
。

　
ロ
ン
ド
ン
会
議
の
前
に
エ
リ
オ
は
、
賠
償
問
題
で
譲
歩
す
る
一
種
の
交
換
条
件
と
し
て
、
安
全
保
障
問
題
に
お
け
る
協
力
を
英
首
相
マ

ク
ド
ナ
ル
ド
（Ram

sey M
acD

onald

）
に
求
め
て
い（
8
）た。
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、
①
英
仏
安
全
保
障
協
定
、
②
ド
イ
ツ
と
そ
の
周
辺
国
間
の

相
互
不
可
侵
協
定
、
③
国
際
連
盟
の
強
化
、
こ
れ
ら
三
要
素
か
ら
な
る
多
層
的
な
国
際
秩
序
構
想
を
抱
い
て
い（
9
）た。

八
月
一
一
日
、
エ
リ

オ
は
こ
の
計
画
へ
の
協
力
を
要
請
す
る
書
簡
を
イ
ギ
リ
ス
に
送
っ
）
10
（
た
。
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こ
れ
を
受
け
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
安
全
保
障
問
題
の
本
格
的
検
討
を
開
始
し
た
。
喫
緊
の
案
件
と
さ
れ
た
の
は
「
国
際
連
盟
の
強
化
」

で
あ
っ
た
。
一
九
二
四
年
一
〇
月
二
日
に
国
際
連
盟
総
会
は
、
連
盟
規
約
に
基
づ
く
集
団
安
全
保
障
体
制
の
強
化
を
図
る
「
国
際
紛
争
の

平
和
的
処
理
に
関
す
る
議
定
書
（Protocol for the Pacific Settlem

ent of International D
isputes

）」、
通
称
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書

（G
eneva Protocol

）」
を
全
会
一
致
で
採
択
し
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
調
印
の
是
非
を
検
討
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど

の
イ
ギ
リ
ス
政
府
機
関
は
、
議
定
書
が
推
進
す
る
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
る
仲
裁
制
度
や
「
侵
略
国
」
へ
の
制
裁
制
度
の
拡
充
に
懐

疑
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
負
担
が
重
す
ぎ
る
と
警
告
し
、
議
定
書
を
強
く
批
判
し
）
11
（
た
。
そ
の
た
め
、

国
際
連
盟
を
重
視
し
た
労
働
党
政
権
と
い
え
ど
も
議
定
書
の
受
諾
は
困
難
で
あ
っ
）
12
（

た
。

　
一
方
で
外
務
省
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
係
を
考
慮
す
れ
ば
議
定
書
を
無
下
に
拒
絶
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
何
ら
か
の
形
で
安
全
保
障

問
題
を
前
進
さ
せ
る
意
思
を
示
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。
外
務
省
と
陸
海
軍
は
、
フ
ラ
ン
ス
提
案
の
一
点
目
、
す
な
わ
ち
英
仏
二
国
あ

る
い
は
ベ
ル
ギ
ー
も
加
え
た
三
国
に
よ
る
防
御
協
定
を
も
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
安
全
保
障
上
の
懸
念
を
満
足
さ
せ
る
べ
き
だ
と
提
案
し
）
13
（
た
。

こ
れ
は
、
一
九
二
二
年
以
来
中
断
し
て
い
た
英
仏
白
三
国
に
よ
る
安
全
保
障
協
定
交
渉
の
復
活
を
意
味
し
た
。
英
仏
白
三
国
協
定
を
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
議
定
書
の
代
替
と
す
る
こ
の
案
は
、
そ
の
後
の
検
討
の
中
心
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
。

　
一
九
二
四
年
一
〇
月
末
、
イ
ギ
リ
ス
で
総
選
挙
が
行
わ
れ
、
保
守
党
が
総
議
席
の
三
分
の
二
を
獲
得
す
る
大
勝
を
収
め
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
安
全
保
障
問
題
に
関
す
る
政
策
検
討
は
新
政
権
に
託
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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三
　
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
を
代
替
す
る
安
全
保
障
案
の
模
索

㈠
　
第
二
次
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
内
閣
の
発
足
と
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
外
相
就
任

　
一
九
二
四
年
一
一
月
初
旬
、
第
二
次
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
内
閣
が
成
立
し
た
。
英
仏
関
係
を
重
視
し
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
前
保
守
党

政
権
時
の
外
相
カ
ー
ズ
ン
（1st M

arquess Curzon of Kedleston

）
に
は
枢
密
院
議
長
の
ポ
ス
ト
を
提
供
し
、「
親
仏
家
」
と
し
て
知
ら
れ

る
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
を
新
た
な
外
相
に
選
ん
だ
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
と
も
に
、
安
全
保
障
問
題
に
お

け
る
フ
ラ
ン
ス
と
の
協
力
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
定
化
の
鍵
に
な
る
と
考
え
て
い
）
14
（
た
。

　
こ
の
任
命
は
外
務
省
に
有
益
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
全
保
障
に
積
極
的
に
関
与
す
べ
き
だ
と
す
る
チ
ェ
ン
バ
レ
ン

の
考
え
は
、
外
務
事
務
次
官
ク
ロ
ウ
（Sir Eyre Crow

e

）
や
次
官
補
テ
ィ
レ
ル
（Sir W

illiam
 Tyrrell

）
ら
外
務
省
高
官
と
合
致
し
）
15
（
た
。

さ
ら
に
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
外
務
省
主
導
の
外
交
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
も
外
務
省
に
と
っ
て
追
い
風
で
あ
っ
た
。
彼
は
対
外
政
策
に

関
し
て
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
広
い
裁
量
権
を
与
え
、
閣
議
で
は
彼
の
主
張
を
援
護
し
た
。
そ
れ
で
い
て
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
外
交
に
無
関
心

で
は
な
く
、
ク
ロ
ウ
や
テ
ィ
レ
ル
と
懇
意
に
あ
り
、
定
期
的
に
意
見
交
換
を
行
っ
て
い
）
16
（
た
。
こ
の
よ
う
な
首
相
と
外
相
の
も
と
、
外
務
省

は
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
決
定
に
相
応
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
）
17
（

る
。

　
外
務
省
は
、
新
政
権
の
発
足
と
同
時
に
「
フ
ラ
ン
ス
の
安
全
保
障
問
題
を
早
期
に
検
討
す
る
必
要
性
に
関
す
る
覚
書
」
を
提
出
し
、
早

急
な
対
応
を
促
し
た
。
覚
書
は
、
夏
に
エ
リ
オ
が
賠
償
問
題
で
譲
歩
し
た
こ
と
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
安
全
保
障
問
題
の
解
決
策
を
模
索

す
る
「
道
義
的
義
務
が
あ
る
」
と
説
い
た
。
そ
し
て
、
過
去
五
年
間
の
英
仏
不
信
の
大
き
な
原
因
は
英
仏
安
全
保
障
協
定
の
不
在
に
あ
る

と
述
べ
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
の
成
立
の
如
何
を
問
わ
ず
安
全
保
障
協
定
を
検
討
す
る
よ
う
暗
に
提
起
し
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
こ
の
覚
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書
を
内
閣
に
配
布
し
）
18
（
た
。
そ
し
て
、
一
二
月
初
旬
に
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
駐
英
フ
ラ
ン
ス
大
使
に
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定

書
を
拒
絶
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
代
替
と
な
る
よ
り
確
か
な
安
全
保
障
手
段
を
追
求
す
る
意
向
だ
と
伝
え
）
19
（

た
。

㈡
　
帝
国
防
衛
委
員
会

―
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
へ
の
対
処
方
針
の
策
定

　
一
二
月
四
日
、
防
衛
政
策
に
関
す
る
内
閣
の
諮
問
機
関
、
帝
国
防
衛
委
員
会
（Com

m
ittee of Im

perial D
efence

：
Ｃ
Ｉ
Ｄ
）
で
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
議
定
書
の
検
討
が
開
始
さ
れ
）
20
（

た
。
主
要
閣
僚
、
関
係
省
庁
の
事
務
次
官
、
三
軍
の
参
謀
総
長
が
一
堂
に
会
し
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン

は
ロ
ー
マ
の
連
盟
理
事
会
に
出
席
す
る
た
め
に
渡
欧
中
で
あ
り
、
こ
の
会
合
を
欠
席
し
た
。
こ
こ
で
、
国
際
連
盟
の
熱
心
な
擁
護
者
で

あ
っ
た
セ
シ
ル
卿
を
除
く
出
席
者
の
ほ
ぼ
全
員
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
に
反
対
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
Ｃ
Ｉ
Ｄ
委
員
の
バ

ル
フ
ォ
ア
（1st Earl of Balfour
）
元
首
相
が
「
誰
も
擁
護
す
る
つ
も
り
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
議
論
し
よ
う
が
な
い
」
と
述
べ
る
ほ
ど
、
政

府
有
力
者
は
議
定
書
を
拒
絶
す
る
方
針
で
一
致
し
て
い
た
。

　
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
を
拒
絶
す
る
際
に
何
ら
か
の
代
替
案
を
提
案
す
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
、
提
案
す
る
と
し

て
、
そ
の
中
身
を
ど
う
す
る
か
で
あ
っ
た
。
代
替
案
を
提
案
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
閣
内
に
一
定
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
っ
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
安
全
保
障
へ
の
関
与
に
決
し
て
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
カ
ー
ズ
ン
枢
相
や
エ
イ
メ
リ
ー
（Leopold Am

ery

）
植
民
地
相
も
、
国
際

連
盟
で
提
起
さ
れ
た
集
団
安
全
保
障
条
約
案
を
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
過
去
に
も
却
下
し
た
経
緯
が
あ
る
こ
と
に
鑑
）
21
（
み
、
何
ら
か
の
建
設
的
な

代
案
を
提
起
し
な
け
れ
ば
世
論
か
ら
深
刻
な
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
、
と
の
認
識
を
示
し
た
。

　
閣
内
の
意
見
が
鋭
く
対
立
し
た
の
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
の
代
替
と
し
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
条
約
を
提
案
す
る
か
で
あ
っ
た
。

こ
の
Ｃ
Ｉ
Ｄ
会
合
で
チ
ャ
ー
チ
ル
は
、
仏
独
国
境
を
は
じ
め
と
す
る
世
界
各
地
の
係
争
地
に
非
武
装
地
帯
を
設
け
、
そ
れ
を
地
域
の
諸
国

が
国
際
連
盟
の
賛
助
の
も
と
で
相
互
に
保
障
す
る
と
い
う
、
独
自
の
安
全
保
障
構
想
を
提
起
し
）
22
（

た
。
チ
ャ
ー
チ
ル
は
別
の
機
会
に
も
、
イ

ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
が
安
全
保
障
に
関
す
る
合
意
に
達
し
て
は
じ
め
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
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す
る
考
え
を
述
べ
て
い
）
23
（
る
。
こ
の
よ
う
に
チ
ャ
ー
チ
ル
は
、
英
仏
だ
け
で
は
な
く
ド
イ
ツ
も
参
加
す
る
地
域
的
安
全
保
障
体
制
の
構
築
を

説
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
二
月
一
六
日
、
ロ
ー
マ
か
ら
戻
っ
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
を
交
え
て
Ｃ
Ｉ
Ｄ
は
議
論
を
再
開
し
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

の
指
導
者
た
ち
と
の
会
談
か
ら
受
け
た
印
象
を
以
下
の
よ
う
に
報
告
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
安
全
保
障
の
不
足
に
恐
怖
を
抱
い
て
お

り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
が
十
分
な
安
全
保
障
を
提
供
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
指

導
者
た
ち
は
英
仏
白
三
国
協
定
の
実
現
に
期
待
し
て
お
り
、
議
定
書
の
成
立
の
如
何
に
関
わ
り
な
く
安
全
保
障
協
定
の
問
題
は
い
ず
れ
浮

上
す
る
で
あ
ろ
う
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
こ
う
述
べ
た
う
え
で
、
フ
ラ
ン
ス
や
ベ
ル
ギ
ー
な
ど
「
英
仏
海
峡
の
対
岸
諸
国
（countries 

bordering on the Channel

）」
を
保
障
す
る
協
定
を
模
索
し
て
は
ど
う
か
と
慎
重
に
提
案
し
た
。

　
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
提
案
に
対
す
る
閣
僚
た
ち
の
反
応
は
冷
や
や
か
で
あ
っ
た
。
セ
シ
ル
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
恐
怖
心
を
和
ら
げ
る
必
要

性
に
は
同
意
す
る
一
方
で
、
外
相
の
示
唆
し
た
英
仏
白
三
国
協
定
案
に
は
難
色
を
示
し
た
。
セ
シ
ル
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
と
安
全

保
障
協
定
を
結
べ
ば
、
将
来
国
力
が
増
加
す
る
と
予
想
さ
れ
る
ド
イ
ツ
と
対
立
す
る
構
造
が
で
き
て
し
ま
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
恒
久
平
和

を
実
現
で
き
な
く
な
る
と
警
告
し
た
。
セ
シ
ル
も
チ
ャ
ー
チ
ル
と
同
様
、
ド
イ
ツ
を
内
包
す
る
協
定
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ

る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
セ
シ
ル
の
批
判
を
受
け
、「
後
日
同
様
の
協
定
を
結
ぶ
よ
う
ド
イ
ツ
を
説
得
す
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
」

と
述
べ
る
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
は
ド
イ
ツ
が
最
初
か
ら
参
加
す
る
枠
組
み
に
は
賛
同
し
な
い
だ
ろ
う
と
の
認
識
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
ド
イ
ツ
と
も
何
ら
か
の
安
全
保
障
協
定
を
結
ぶ
可
能
性
を
否
定
は
し
な
か
っ
た
が
、
ま
ず
は
フ
ラ
ン
ス
と
ベ
ル
ギ
ー

と
の
交
渉
を
優
先
す
る
考
え
で
あ
っ
た
。

　
詳
細
な
検
討
は
次
官
級
の
小
委
員
会
が
行
う
こ
と
と
な
っ
）
24
（
た
。
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㈢
　
ハ
ン
キ
ー
委
員
会
と
ク
ロ
ウ
の
英
仏
白
三
国
協
定
案

　
小
委
員
会
は
内
閣
書
記
官
長
ハ
ン
キ
ー
（Sir M

aurice H
ankey

）
を
議
長
と
し
、
外
務
省
、
植
民
地
省
、
イ
ン
ド
省
の
事
務
次
官
と
外

務
省
法
律
顧
問
が
常
任
委
員
と
な
り
、
軍
部
や
他
の
関
係
省
庁
の
担
当
者
が
必
要
に
応
じ
て
召
集
さ
れ
た
。
そ
の
任
務
は
、
①
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
議
定
書
の
修
正
案
と
、
②
議
定
書
の
代
案
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
小
委
員
会
は
一
〇
回
の
会
合
を
経
て
一
九
二
五
年
一
月
二
三

日
に
報
告
書
を
提
出
し
た
。

　
小
委
員
会
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
の
二
一
の
条
項
の
う
ち
、
仲
裁
と
制
裁
に
関
す
る
規
定
を
中
心
に
九
条
項
を
完
全
に
削
除
し
、
残

り
の
大
半
の
条
項
も
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
結
論
し
た
。
連
盟
規
約
そ
の
も
の
を
修
正
す
る
必
要
性
さ
え
も
提
起
さ
れ
た
。
一
方
で
小

委
員
会
は
、
議
定
書
の
大
幅
な
弱
体
化
の
補
塡
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
の
相
互
防
衛
に
関
す
る
「
共
同
宣
言

（joint D
eclaration

）」
を
提
案
し
）
25
（
た
。
こ
れ
は
安
全
保
障
協
定
反
対
派
に
配
慮
し
て
「
共
同
宣
言
」
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
た
も
の
の
、

実
質
的
に
は
英
仏
白
三
国
に
よ
る
国
際
連
盟
の
賛
助
の
も
と
で
の
安
全
保
障
協
定
で
あ
っ
た
。
起
草
し
た
ク
ロ
ウ
外
務
次
官
曰
く
、
そ
れ

は
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
制
限
し
つ
つ
、
フ
ラ
ン
ス
と
ベ
ル
ギ
ー
の
安
全
保
障
上
の
要
請
に
可
能
な
限
り
歩
み
寄
り
、
そ
し
て

ド
イ
ツ
や
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
の
国
々
と
同
様
の
協
定
を
結
ぶ
モ
デ
ル
と
な
る
こ
と
を
意
識
し
て
設
計
さ
れ
）
26
（

た
。

　
ハ
ン
キ
ー
が
ク
ロ
ウ
案
に
賛
成
し
た
の
は
よ
り
消
極
的
な
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
も
し
「
二
つ
の
悪
」
の
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
必

要
が
あ
る
の
な
ら
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
規
模
が
予
見
不
可
能
な
（
世
界
中
の
不
特
定
の
「
侵
略
国
」
に
制
裁
を
加
え
る
義
務
が
生
じ
る
）
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
議
定
書
よ
り
は
、
そ
れ
を
限
定
で
き
る
英
仏
安
全
保
障
協
定
の
ほ
う
が
ま
だ
良
い
と
考
え
た
の
で
あ
っ
）
27
（

た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保

障
へ
の
関
与
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
ハ
ン
キ
ー
を
転
向
さ
せ
、
小
委
員
会
の
報
告
書
に
協
定
草
案
を
組
み
込
ん
だ
の
は
ク
ロ
ウ
の
大
き
な
成

果
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
ハ
ン
キ
ー
委
員
会
が
報
告
書
を
ま
と
め
た
頃
、
ド
イ
ツ
か
ら
重
大
な
提
案
が
な
さ
れ
る
。
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㈣
　
ド
イ
ツ
の
安
全
保
障
提
案

　
イ
ギ
リ
ス
新
政
権
が
フ
ラ
ン
ス
と
の
安
全
保
障
合
意
を
検
討
し
て
い
る
と
い
う
噂
は
一
九
二
四
年
末
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
交
筋
に
広

ま
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
同
年
末
に
連
合
国
は
ド
イ
ツ
の
軍
縮
義
務
不
履
行
を
理
由
に
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
軍
の
第
一
次
撤
兵
を
延
期
す

る
方
針
を
定
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
態
の
進
展
を
憂
慮
し
た
ド
イ
ツ
外
相
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
（G

ustav Stresem
ann

）
と
外
務
次
官

シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
（Carl von Schubert

）
は
、
駐
独
イ
ギ
リ
ス
大
使
ダ
バ
ー
ノ
ン
（1st Baron D

’Abernon

）
の
協
力
の
も
と
、
英
仏
に

割
っ
て
入
る
独
自
の
安
全
保
障
提
案
を
構
想
し
）
28
（
た
。
そ
し
て
一
九
二
五
年
一
月
二
〇
日
、
ド
イ
ツ
政
府
の
覚
書
が
ダ
バ
ー
ノ
ン
に
手
交
さ

れ
た
の
で
あ
っ
）
29
（

た
。

　
ド
イ
ツ
の
覚
書
は
西
欧
に
主
眼
を
置
く
三
種
類
の
協
定
を
提
起
し
た
。
①
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
、
ラ 

イ
ン
川
に
利
益
を
有
す
る
諸
国
に
よ
る
不
可
侵
協
定
、
②
ラ
イ
ン
川
周
辺
の
領
土
的
現
状
お
よ
び
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
第
四
二
―
四
三 

条
（
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
非
武
装
化
）
を
相
互
に
保
障
す
る
協
定
、
③
国
際
紛
争
の
仲
裁
に
よ
る
解
決
に
関
す
る
条
約
、
で
あ
）
30
（

る
。
こ
の
提
案
が

ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
素
案
と
な
っ
て
い
く
。
最
初
の
二
点
が
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
協
定
、
そ
し
て
三
点
目
が
仲
裁
裁
判
条
約
に
発
展
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
当
初
の
反
応
は
半
信
半
疑
で
あ
っ
た
。
あ
る
外
務
省
中
欧
局
員
は
、
ド
イ
ツ
の
過
去
の
提
）
31
（
案
と
比
べ
て
今

回
の
提
案
は
「
大
き
な
前
進
だ
」
と
評
価
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
反
発
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ド
イ
ツ
に
対
抗
す
る
協
定
よ
り
も
ド
イ
ツ

を
含
む
相
互
的
協
定
の
ほ
う
が
好
ま
し
い
。
ド
イ
ツ
提
案
は
今
後
の
検
討
の
基
礎
と
な
り
う
る
。
中
欧
局
長
ラ
ン
プ
ソ
ン
（M

iles 

Lam
pson

）
は
よ
り
慎
重
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
ま
ず
先
に
英
仏
安
全
保
障
協
定
に
関
す
る
態
度
を
明
確
化
し
、
フ
ラ
ン
ス
の

恐
怖
心
を
取
り
除
い
た
後
に
ド
イ
ツ
が
提
案
す
る
包
括
的
合
意
に
進
む
べ
き
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
提
案
を
検
討
す
る
の
は
時
期
尚
早
だ
と
論

じ
た
。
ク
ロ
ウ
は
ド
イ
ツ
提
案
を
建
設
的
だ
と
評
価
す
る
一
方
で
、
ラ
ン
プ
ソ
ン
の
懸
念
も
共
有
し
）
32
（
た
。
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一
月
二
七
日
、
ク
ロ
ウ
は
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
議
論
し
、
ま
ず
先
に
英
仏
協
定
の
問
題
に
結
論
を
出
し
た
う
え
で
、
そ
の
後
に
ド
イ
ツ

提
案
を
検
討
す
る
べ
き
だ
と
提
案
し
た
と
こ
ろ
、
首
相
は
同
意
し
）
33
（

た
。
三
〇
日
に
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議

定
書
と
フ
ラ
ン
ス
の
安
全
保
障
問
題
に
対
す
る
立
場
を
明
確
化
す
る
ま
で
は
ド
イ
ツ
提
案
を
議
論
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
、
ド
イ
ツ
と
フ

ラ
ン
ス
の
駐
英
大
使
に
そ
れ
ぞ
れ
伝
え
）
34
（
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
ド
イ
ツ
提
案
に
当
初
は
懐
疑
的
で
あ
り
、
英
仏
白
三
国
協
定
案
を
優
先
す
る
方
針
を
と
っ
た
の
で
あ

る
。

四
　
英
仏
白
三
国
協
定
案
か
ら
ド
イ
ツ
を
含
む
四
国
協
定
案
へ

㈠
　
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
と
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
調
」
の
再
建

　
一
九
二
五
年
一
月
四
日
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
と
ハ
ン
キ
ー
委
員
会
の
議
論
を
受
け
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
が
拒
絶
さ
れ
る
公

算
が
高
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
外
務
省
は
い
よ
い
よ
「
建
設
的
政
策
」
を
立
案
す
べ
き
だ
と
呼
び
か
け
）
35
（

た
。
そ
し
て
一
月
二
二
日
、
外
務
省

高
官
を
執
務
室
に
招
き
、
安
全
保
障
問
題
を
広
く
議
論
し
た
。
中
欧
局
首
席
事
務
官
と
し
て
こ
の
会
議
に
出
席
し
た
ハ
ロ
ル
ド
・
ニ
コ
ル

ソ
ン
（H

arold N
icolson

）
は
、
日
記
に
そ
の
様
子
を
記
し
た
。

オ
マ
リ
ー
（O

w
en O

’Malley

：
北
方
局
首
席
事
務
官
）
が
最
初
に
発
言
し
、
孤
立
を
推
し
た
。〔
中
略
〕
ヴ
ィ
ラ
ー
ズ
（G

erald V
illiers

：
西
欧
局

長
）
は
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
も
フ
ラ
ン
ス
を
支
援
す
る
こ
と
を
推
し
た
。
ヘ
ッ
ド
ラ
ム
＝
モ
ー
リ
ー（Jam

es H
eadlam

-M
orley

：
歴
史
顧
問
）

は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
調
（Concert of Europe

）」
の
再
建
を
叫
ん
だ
。〔
中
略
〕
最
後
は
ク
ロ
ウ
が
ま
と
め
、
孤
立
は
不
可
能
だ
。
我
々
は
連
盟
規
約
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と
議
定
書
を
修
正
し
、
そ
の
も
と
で
英
仏
海
峡
沿
い
の
港
湾
を
守
る
た
め
の
限
定
的
な
合
意
を
フ
ラ
ン
ス
と
結
ぶ
べ
き
だ
、
と
述
べ
）
36
（
た
。

　
こ
の
よ
う
に
外
務
省
内
の
意
見
は
多
様
で
あ
っ
た
が
、
ハ
ン
キ
ー
委
員
会
の
報
告
書
に
沿
う
限
定
的
な
英
仏
安
全
保
障
協
定
を
結
ぶ
と

い
う
外
相
と
次
官
の
方
針
へ
の
一
本
化
が
図
ら
れ
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
会
議
を
踏
ま
え
た
覚
書
の
執
筆
を
ニ
コ
ル
ソ
ン
と
ヘ
ッ
ド
ラ

ム
＝
モ
ー
リ
ー
に
そ
れ
ぞ
れ
命
じ
た
。

　
ニ
コ
ル
ソ
ン
の
覚
書
は
会
議
で
示
さ
れ
た
外
務
省
上
層
部
の
方
針
を
要
約
し
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
し
た
。
ド
イ
ツ
に
対
す
る
フ
ラ
ン

ス
の
恐
怖
心
を
鎮
め
な
い
限
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
フ 

ラ
ン
ス
と
「
新
た
な
協
商
（a new

 entente

）」
を
結
ぶ
こ
と
が
期
待
さ
れ
）
37
（
る
。

　
ヘ
ッ
ド
ラ
ム
＝
モ
ー
リ
ー
の
覚
書
は
よ
り
独
創
的
で
あ
っ
た
。
覚
書
は
第
一
に
、
一
九
世
紀
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
調
」
を
再
建
す
る
必

要
性
を
論
じ
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
の
和
平
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
家
の
家
族
に
お
け
る
完
全
に
平
等
な
地
位
（a 

fully equal position in the European fam
ily of nations

）」
に
招
き
入
れ
た
よ
う
に
、
今
我
々
も
ド
イ
ツ
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
調
」
に
迎
え

入
れ
る
べ
き
だ
と
説
い
た
。
そ
し
て
第
二
に
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
調
」
は
西
欧
だ
け
で
完
結
す
る
問
題
で
は
な
く
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
チ
ェ

コ
ス
ロ
バ
キ
ア
な
ど
と
い
っ
た
東
欧
新
興
国
の
存
立
を
も
何
ら
か
の
形
で
保
障
し
な
け
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
は
で

き
な
い
、
と
論
じ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
調
」
に
関
す
る
議
論
に
大
き
な
関
心
を
示
す
一
方
で
、
東
欧
を
重
視
す
る
姿
勢
に

は
同
意
せ
ず
、
西
欧
と
東
欧
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
利
益
は
明
確
に
区
別
す
る
べ
き
だ
と
批
判
し
）
38
（

た
。
彼
は
ヘ
ッ
ド
ラ
ム
＝
モ
ー
リ
ー
に

覚
書
の
書
き
直
し
を
命
じ
、
さ
し
あ
た
り
ニ
コ
ル
ソ
ン
の
覚
書
の
み
を
外
務
省
の
政
策
提
言
と
し
て
内
閣
と
Ｃ
Ｉ
Ｄ
に
配
布
し
）
39
（
た
。
し
か

し
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
調
」
の
再
建
を
説
く
ヘ
ッ
ド
ラ
ム
＝
モ
ー
リ
ー
の
考
え
は
外
務
省
内
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。

　
二
月
中
旬
に
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
も
ド
イ
ツ
を
含
む
協
定
を
志
向
し
は
じ
め
て
い
た
。
二
月
一
四
日
に
口
述
さ
れ
た
駐
仏
大
使
ク
ル
ー
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（1st M
arquess of Crew

e

）
宛
の
書
簡
の
中
で
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
ド
イ
ツ
の
提
案
は
「
私
が
今
ま
で
見
た
中
で
最
も
希
望
に
満

ち
た
兆
候
だ
と
思
う
」。
フ
ラ
ン
ス
と
ベ
ル
ギ
ー
の
東
部
国
境
を
保
障
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
を
加
え
た
ほ
う
が
「
は
る
か
に
プ
ラ

ク
テ
ィ
カ
ル
な
政
策
」
と
な
る
。
ま
た
二
月
二
六
日
に
は
駐
英
ベ
ル
ギ
ー
大
使
に
、
ド
イ
ツ
と
ソ
連
が
接
近
し
て
「
反
西
側
ブ
ロ
ッ
ク
」

を
形
成
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
「
ド
イ
ツ
を
西
側
の
シ
ス
テ
ム
と
リ
ン
ク
さ
せ
る
」
必
要
が
あ
る
、
と
説
い
）
40
（
た
。

　
し
か
し
、
安
全
保
障
問
題
に
関
す
る
外
務
省
と
内
閣
の
認
識
に
は
大
き
な
温
度
差
が
あ
っ
た
。

㈡
　
帝
国
防
衛
委
員
会

―
安
全
保
障
協
定
を
め
ぐ
る
議
論

　
二
月
一
三
日
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
は
安
全
保
障
問
題
の
議
論
を
再
開
し
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
イ
ン
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
ー
」
の
問
題
を
再
度
と
り
上
げ
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
を
拒
絶
す
る
代
わ
り
の
建
設
的
提
案
と
し
て
、
ハ
ン
キ
ー
委
員
会
が
提
案
し

た
英
仏
白
三
国
協
定
を
検
討
す
る
必
要
性
を
説
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
声
高
な
反
対
が
唱
え
ら
れ
た
。
セ
シ
ル
は
、
国
際
連
盟
を
擁
護

す
る
立
場
か
ら
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
の
大
幅
な
縮
小
を
提
言
す
る
ハ
ン
キ
ー
委
員
会
の
報
告
書
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
一
方
で
カ
ー 

ズ
ン
は
、
ド
イ
ツ
は
非
武
装
化
さ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
こ
そ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
強
の
軍
事
大
国
で
は
な
い
の
か
と
述
べ
、
フ
ラ
ン
ス
の

「
イ
ン
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
」
と
い
う
協
定
推
進
派
の
議
論
の
前
提
を
疑
問
視
し
た
。
カ
ー
ズ
ン
に
意
見
を
問
わ
れ
た
バ
ル
フ
ォ
ア
は
、
私

は
フ
ラ
ン
ス
人
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
強
迫
観
念
を
「
耐
え
が
た
く
愚
か
（so intolerably foolish

）」
だ
と
思
う
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
、「
虎
に

飲
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
ひ
ど
く
恐
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
虎
を
つ
つ
く
こ
と
に
時
間
を
費
や
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
フ
ラ
ン
ス
の

対
独
政
策
を
痛
烈
に
批
判
し
た
。
こ
れ
に
カ
ー
ズ
ン
は
、「
そ
し
て
虎
は
現
時
点
で
は
虎
で
は
な
い
」
と
付
け
加
え
た
。
バ
ル
フ
ォ
ア
は

同
意
し
、
続
け
て
述
べ
た
。
我
々
は
現
時
点
で
フ
ラ
ン
ス
に
危
険
が
迫
っ
て
い
る
と
い
う
外
相
の
認
識
を
共
有
で
き
な
い
。
我
々
は
ド
イ

ツ
に
よ
る
西
欧
の
支
配
を
甘
受
し
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
必
要
と
な
る
何
年
も
前
に
軍
事
協
定
を
結
べ
ば
、
世
界
を
不
安
定
化
さ
せ
る

こ
と
と
な
り
、
国
内
世
論
の
理
解
も
得
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
バ
ル
フ
ォ
ア
は
、
現
時
点
で
安
全
保
障
協
定
を
結
ぶ
必
要
は
な
い
の
だ
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と
言
い
切
っ
た
。
こ
れ
に
、
イ
ン
ド
相
バ
ー
カ
ン
ヘ
ッ
ド
（1st Earl of Birkenhead

）
と
植
民
地
相
エ
イ
メ
リ
ー
が
賛
意
を
表
明
し
た
。

　
一
方
で
チ
ャ
ー
チ
ル
は
、
ド
イ
ツ
を
含
む
枠
組
み
を
目
指
す
べ
き
だ
と
説
い
た
。
チ
ャ
ー
チ
ル
は
、
数
年
前
ま
で
は
英
仏
安
全
保
障
協

定
案
を
支
持
し
て
い
た
）
41
（
が
、
ポ
ア
ン
カ
レ
（Raym

ond Poincaré

）
前
フ
ラ
ン
ス
首
相
の
強
硬
な
対
独
政
策
を
目
の
当
た
り
に
し
、
考
え

を
変
え
た
の
だ
と
述
べ
た
。
英
仏
安
全
保
障
協
定
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
対
独
政
策
が
緩
和
す
る
保
証
は
な
く
、
か
え
っ
て
仏
独
対
立
を

長
引
か
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
彼
は
、
ド
イ
ツ
に
対
抗
す
る
協
定
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
を
内
包
す
る
協
定
が
必
要
だ
と
主
張
し
た
。

　
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
こ
の
意
見
に
好
意
的
で
あ
っ
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
チ
ャ
ー
チ
ル
の
発
言
に
勇
気
づ
け
ら
れ
た
と
述
べ
、
英
仏
二

国
や
英
仏
白
三
国
の
枠
組
み
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
を
加
え
、
英
仏
白
独
の
四
国
で
ド
イ
ツ
西
部
国
境
を
保
障
す
る
ほ
う
が
妥
当
か
も
し
れ

な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
の
提
案
と
も
符
合
す
る
、
と
述
べ
）
42
（
た
。

　
二
月
一
九
日
に
開
か
れ
た
Ｃ
Ｉ
Ｄ
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
に
関
す
る
最
終
会
合
で
は
、
そ
れ
ま
で
発
言
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
三
軍
の

代
表
が
意
見
を
述
べ
た
。
三
軍
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
に
強
く
反
対
す
る
点
で
は
意
見
を
同
じ
く
し
た
が
、
安
全
保
障
協
定
に
関
す
る
見

解
は
分
か
れ
た
。
陸
軍
は
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
と
の
安
全
保
障
協
定
を
推
し
た
。
海
軍
が
陸
軍
案
を
支
持
す
る
一
方
で
、
空
軍
は
そ
れ

に
強
く
反
対
し
た
。
大
臣
た
ち
は
、
陸
軍
の
見
解
を
擁
護
す
る
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
、
空
軍
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
安
全
保
障
協
定
に
反
対
す

る
そ
の
他
の
出
席
者
に
分
か
れ
、
論
戦
を
展
開
し
た
。
こ
こ
で
の
議
論
の
軸
は
そ
も
そ
も
安
全
保
障
協
定
に
賛
成
か
否
か
と
い
う
問
題
に

立
ち
戻
り
、
ド
イ
ツ
の
参
加
問
題
は
十
分
に
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
。
バ
ル
フ
ォ
ア
、
エ
イ
メ
リ
ー
、
チ
ャ
ー
チ
ル
が
協
定
反
対
派
の
急
先

鋒
を
務
め
た
。
チ
ャ
ー
チ
ル
は
、
バ
ル
フ
ォ
ア
の
意
見
に
影
響
を
受
け
た
よ
う
で
あ
り
、
現
時
点
で
安
全
保
障
協
定
は
必
要
な
い
と
す
る

立
場
に
傾
い
て
い
た
。
彼
は
、
ド
イ
ツ
を
排
除
す
る
英
仏
白
三
国
協
定
に
強
く
反
対
し
、
ド
イ
ツ
を
含
む
協
定
を
実
現
で
き
な
い
限
り
、

イ
ギ
リ
ス
は
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
を
維
持
す
る
べ
き
だ
と
説
い
）
43
（
た
。
見
解
が
大
き
く
割
れ
た
ま
ま
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
の
討
議
は
終
わ
り
を
迎
え
た
。

　
Ｃ
Ｉ
Ｄ
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
を
拒
絶
す
る
方
針
に
は
比
較
的
容
易
に
合
意
で
き
た
。
し
か
し
そ
の
代
替
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も

代
案
と
し
て
安
全
保
障
協
定
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
さ
え
意
見
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
カ
ー
ズ
ン
は
、
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英
仏
白
三
国
協
定
へ
の
反
対
論
者
の
懸
念
は
、
協
定
に
ド
イ
ツ
を
含
め
れ
ば
大
部
分
取
り
除
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
内
閣
へ
の
報
告

書
に
記
し
）
44
（

た
。
最
終
的
判
断
は
内
閣
が
下
す
こ
と
と
な
る
。

㈢
　
内
閣
に
よ
る
ド
イ
ツ
を
含
む
四
国
協
定
案
の
採
用

　
三
月
二
日
、
英
内
閣
は
安
全
保
障
問
題
を
議
論
し
た
。
閣
議
の
前
に
、
ク
ロ
ウ
と
テ
ィ
レ
ル
は
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
面
会
し
、
首
相
の

支
持
を
獲
得
し
）
45
（

た
。
閣
議
に
提
出
さ
れ
た
覚
書
や
エ
イ
メ
リ
ー
の
日
）
46
（

記
か
ら
判
断
す
る
限
り
（
詳
細
な
閣
議
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
）、
閣
議

の
議
論
は
以
下
の
よ
う
な
構
図
を
と
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
陸
相
ワ
ー
ジ
ン
ト
ン
＝
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
（Sir Lam

ing 

W
orthington-Evans

）
が
英
仏
白
三
国
協
定
を
推
し
、
セ
シ
ル
が
国
際
連
盟
と
緊
密
に
連
携
す
る
英
仏
白
独
四
国
協
定
を
推
し
、
空
相

ホ
ー
ア
（Sir Sam

uel H
oare

）
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
閣
僚
が
安
全
保
障
協
定
の
必
要
性
を
否
定
し
た
。
チ
ャ
ー
チ
ル
は
、
ホ
ー
ア
や

エ
イ
メ
リ
ー
ら
と
と
も
に
懐
疑
論
を
唱
え
な
が
ら
も
、
ド
イ
ツ
を
加
え
た
協
定
で
あ
れ
ば
推
進
可
能
と
す
る
立
場
を
と
っ
た
。
こ
れ
を
受

け
て
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
ド
イ
ツ
を
含
む
四
国
協
定
を
推
す
方
向
に
交
渉
戦
術
を
切
り
替
え
）
47
（

た
。
そ
し
て
議
論
の
結
果
、
内
閣
は
、
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
議
定
書
と
英
仏
白
三
国
協
定
案
を
却
下
し
、
そ
の
代
わ
り
に
、
ド
イ
ツ
を
加
え
た
四
国
協
定
を
模
索
す
る
意
向
だ
と
、
外
相
が

（
翌
週
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
開
催
さ
れ
る
連
盟
理
事
会
の
前
に
）
エ
リ
オ
に
伝
え
る
こ
と
を
承
認
し
）
48
（
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
後
年
、
こ
の
決
定
は
彼
が

本
来
望
ん
で
い
た
結
果
で
は
な
く
、
チ
ャ
ー
チ
ル
な
い
し
セ
シ
ル
の
提
示
し
た
妥
協
案
だ
っ
た
と
示
唆
し
て
い
）
49
（

る
。

　
し
か
し
、
何
人
か
の
政
府
有
力
者
は
こ
の
決
定
に
不
満
で
あ
っ
た
。
ハ
ン
キ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
に
対
す
る
限
定
的
保
障
な

ら
ま
だ
し
も
、
ド
イ
ツ
領
土
の
保
障
は
イ
ギ
リ
ス
国
民
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
過
度
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
だ
と
考
え
、
四
国
協
定
に
強

く
反
対
し
た
。
三
月
三
日
、
ハ
ン
キ
ー
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
、
カ
ー
ズ
ン
、
バ
ル
フ
ォ
ア
と
相
次
い
で
面
会
し
、
そ
の
旨
を
訴
え
た
。

訴
え
は
功
を
奏
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
与
に
慎
重
な
カ
ー
ズ
ン
と
バ
ル
フ
ォ
ア
の
支
持
を
獲
得
し
）
50
（

た
。
二
人
は
そ
の
晩
外
務
省
を
訪
ね
、

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
直
接
抗
議
し
た
。
し
か
し
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
建
設
的
な
政
策
を
持
た
ず
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
再
び
赴
く
屈
辱
に
耐
え
る
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つ
も
り
は
な
い
と
譲
ら
な
か
っ
）
51
（
た
。

　
四
日
の
閣
議
で
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
母
親
の
急
病
の
た
め
に
欠
席
し
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
協
定
反
対
派
を
相
手
に
孤
軍
奮
闘
を
強

い
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、（
ハ
ン
キ
ー
や
ク
ロ
）
52
（

ウ
の
根
回
し
の
影
響
も
あ
っ
て
か
）
三
国
協
定
案
が
一
時
的
に
よ
み
が
え
っ
た
。
ド
イ
ツ
を
含

む
四
国
協
定
案
は
、
ド
イ
ツ
に
よ
る
侵
略
か
ら
フ
ラ
ン
ス
と
ベ
ル
ギ
ー
を
保
障
す
る
だ
け
で
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
侵
略
か
ら
ド
イ
ツ

を
保
障
す
る
こ
と
も
含
意
し
て
お
り
、
過
度
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
だ
と
す
る
反
対
論
が
説
か
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
ド
イ
ツ
を
排
除
す
る

協
定
を
結
べ
ば
、
ド
イ
ツ
と
ソ
連
の
接
近
を
招
く
可
能
性
を
懸
念
す
る
意
見
も
表
明
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
チ
ャ
ー
チ
ル
は
三
国
協
定
に
強

硬
に
反
対
し
、
ド
イ
ツ
を
含
み
、
イ
ギ
リ
ス
の
義
務
が
限
定
さ
れ
た
協
定
で
あ
れ
ば
承
認
す
る
意
向
を
示
し
た
。
彼
は
安
全
保
障
協
定
を

現
時
点
で
は
不
要
と
す
る
立
場
に
傾
い
て
い
た
が
、
も
し
外
相
が
断
固
と
し
て
そ
れ
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
即
時
参
加
を
や

は
り
条
件
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
二
日
の
閣
議
決
定
は
大
枠
で
維
持
さ
れ
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
ド
イ
ツ
提
案
に
基
づ
く
四

国
協
定
を
模
索
す
る
旨
を
エ
リ
オ
に
伝
え
る
許
可
を
確
保
し
）
53
（
た
。

　
野
党
も
ま
た
、
英
仏
白
三
国
協
定
に
は
強
く
反
対
す
る
一
方
で
、
ド
イ
ツ
を
含
む
協
定
に
は
比
較
的
好
意
的
で
あ
っ
た
。
自
由
党
の
重

鎮
、
グ
レ
イ
（1st V

iscount G
rey of Fallodon

）
元
外
相
は
、
四
日
に
行
っ
た
演
説
で
、「
我
々
は
こ
の
ま
ま
全
て
の
安
全
保
障
提
案
を
断

り
続
け
、
な
ん
ら
独
自
の
提
案
を
行
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。」
し
か
し
、
英
仏
白
三
国
協
定
は
、
独
ソ
に
よ
る
対
抗
同
盟
の
結
成

へ
と
つ
な
が
り
、
大
戦
前
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
分
断
を
招
い
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
双
方
に
平
等
な
安
全
保

障
が
提
供
さ
れ
る
相
互
的
協
定
が
望
ま
し
い
、
と
説
い
）
54
（

た
。
労
働
党
党
首
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
も
、
三
国
協
定
に
反
対
す
る
一
方
で
、
ド
イ
ツ

を
含
む
協
定
は
一
定
程
度
評
価
し
、
そ
の
成
功
を
祈
る
と
後
に
議
会
で
述
べ
）
55
（

た
。
保
守
党
が
議
席
の
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
た
と
は
い

え
、
野
党
の
態
度
は
重
要
で
あ
っ
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
安
全
保
障
協
定
を
単
な
る
「
党
の
政
策
」
で
は
な
く
「
挙
国
一
致
の
文
書
」

で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
。
彼
曰
く
、
そ
う
し
て
は
じ
め
て
政
権
を
超
え
て
生
き
永
ら
え
る
安
全
保
障
枠
組
み
と
な
る
の
で
あ
っ
）
56
（

た
。
野

党
の
見
解
を
考
慮
す
れ
ば
、「
挙
国
一
致
の
文
書
」
と
な
り
う
る
の
は
ド
イ
ツ
を
含
む
協
定
だ
け
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
が
こ
の
方
針
に
合
意
す
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
っ
た
。
エ
リ
オ
政
権
と
仏
外
務
省
は
、
東
欧
同
盟
国
の
立
場

に
配
慮
し
な
が
ら
も
、
ド
イ
ツ
提
案
に
お
お
む
ね
好
意
的
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
彼
ら
は
、
ド
イ
ツ
提
案
に
基
づ
く
多
国
間
協
定
と
は
別
個

0

0

に0

、
戦
勝
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
に
よ
る
安
全
保
障
協
定
を
独
立
し
た
形
で
成
立
さ
せ
た
ほ
う
が
、
よ
り
強
固
な

安
全
保
障
枠
組
み
と
な
る
と
考
え
）
57
（
た
。
三
月
四
日
、
駐
英
フ
ラ
ン
ス
大
使
フ
ル
リ
オ
（Aim

é de Fleuriau

）
は
ク
ロ
ウ
と
会
見
し
、
英
仏

白
三
国
協
定
を
中
核
に
据
え
、
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
な
ど
を
含
む
多
国
間
協
定
を
そ
れ
と
は
別
個
に
成
立
さ
せ
る
多
重
協
定
案
を
説
明
し

た
。
ク
ロ
ウ
は
こ
れ
に
共
感
を
示
し
）
58
（
た
。

㈣
　
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
渡
欧
、
内
閣
の
最
後
の
抵
抗

　
三
月
六
日
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
向
か
う
途
中
に
パ
リ
を
訪
れ
、
そ
の
晩
と
翌
日
に
エ
リ
オ
と
会
談
し
た
。
チ
ェ
ン
バ 

レ
ン
が
英
内
閣
の
決
定
を
伝
え
る
と
、
エ
リ
オ
は
「
顔
面
蒼
白
と
な
り
、
急
に
病
人
の
よ
う
に
」
な
っ
た
と
い
う
。
エ
リ
オ
は
、
ド
イ
ツ

提
案
に
疑
念
を
表
明
し
、
フ
ラ
ン
ス
が
ド
イ
ツ
に
抱
く
恐
怖
心
を
説
明
し
た
。
そ
し
て
、
英
仏
白
三
国
協
定
を
先
に
成
立
さ
せ
、
そ
の
後

に
ド
イ
ツ
を
含
め
た
協
定
を
交
渉
す
る
べ
き
だ
と
述
べ
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
別
個
の
協
定
に
は
合
意
で
き
な
い
と
退
け
る
と
、
エ
リ
オ

は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
軍
の
撤
兵
延
期
を
示
唆
し
、
抵
抗
を
試
み
た
。
結
局
、
こ
の
会
合
は
物
別
れ
に
終
わ
り
、
復
路
に
再
度
会
談
す
る

こ
と
を
除
い
て
何
も
決
ま
ら
な
か
っ
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
撤
兵
問
題
に
関
す
る
見
解
等
に
つ
い
て
首
相
に
問
い
合
わ
せ
る
よ
う
ク
ロ

ウ
に
依
頼
し
）
59
（
た
。

　
ク
ロ
ウ
は
一
一
日
に
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
会
談
し
、
上
司
の
「
苦
境
」
を
説
明
し
た
。
そ
し
て
、
前
週
の
閣
議
決
定
は
外
相
に
十
分
な

行
動
の
自
由
を
与
え
な
か
っ
た
と
批
判
し
た
と
こ
ろ
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
こ
れ
に
同
意
し
た
。
さ
ら
に
ク
ロ
ウ
は
、
英
仏
交
渉
の
決
裂

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
た
ら
す
「
大
惨
事
」
を
防
ぐ
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
は
フ
ラ
ン
ス
の
多
重
協
定
案
に
歩
み
寄
る
べ
き
だ
と
説
い
た
。
彼
曰

く
、
全
て
の
協
定
が
一
つ
の
「
束
」
を
形
成
し
、
ド
イ
ツ
が
い
ず
れ
か
の
枠
組
み
に
含
ま
れ
る
限
り
、
イ
ギ
リ
ス
が
フ
ラ
ン
ス
案
を
断
る



法学政治学論究　第103号（2014.12）

152

理
由
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
複
数
国
が
は
じ
め
か
ら
絡
む
協
定
よ
り
も
交
渉
を
容
易
に
し
、
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
役
割
を
よ
り
明
確
化

し
、
世
論
を
先
導
す
る
効
果
が
あ
る
、
と
ク
ロ
ウ
は
説
い
た
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
説
得
さ
れ
、
同
日
に
閣
僚
会
議
を
緊
急
招
集
し
）
60
（

た
。

　
閣
僚
会
議
で
は
、
ク
ロ
ウ
の
狙
い
と
は
裏
腹
に
協
定
反
対
論
が
盛
大
に
息
を
吹
き
返
し
た
。
ク
ロ
ウ
の
説
明
は
途
中
で
遮
ら
れ
、
ま
ず

チ
ャ
ー
チ
ル
が
、
英
仏
が
決
裂
の
危
機
に
あ
る
と
い
う
の
は
誇
張
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
要
望
な
ど
断
り
続
け
れ
ば
良
い
と
反
論
し
た
。

続
い
て
エ
イ
メ
リ
ー
も
、
自
治
領
と
の
関
係
を
考
慮
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
何
も
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
平
和
的
手
段
の
み
を
追
求
す
べ
き
だ

と
説
い
た
。
そ
し
て
、
三
月
四
日
の
四
国
協
定
案
へ
の
合
意
は
自
分
と
し
て
は
不
本
意
で
あ
り
、
撤
回
す
る
と
ま
で
述
べ
た
。
バ
ー
カ
ン

ヘ
ッ
ド
は
両
者
に
同
意
し
、
内
閣
が
協
定
に
合
意
し
た
と
は
認
識
し
て
い
な
い
と
主
張
し
た
。
唯
一
セ
シ
ル
だ
け
は
、
他
の
閣
僚
た
ち
の

「
お
気
楽
な
（light-hearted
）」
情
勢
認
識
を
批
判
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
危
機
的
状
況
は
事
実
だ
と
述
べ
、
ド
イ
ツ
を
含
む
協
定
案
を
支
持

し
た
。
し
か
し
、
議
論
の
大
勢
は
協
定
反
対
へ
と
傾
き
、
首
相
も
発
言
を
躊
躇
し
た
。
最
後
に
再
び
発
言
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
ク
ロ
ウ

は
、
外
相
が
既
に
エ
リ
オ
に
協
力
を
申
し
出
た
四
国
協
定
ま
で
反
故
に
す
れ
ば
、
英
仏
関
係
は
決
裂
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
危
機
に
陥
る
と

警
告
し
、
そ
の
後
の
議
論
は
閣
僚
の
み
で
行
わ
れ
）
61
（

た
。
海
相
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
閣
僚
た
ち
は
最
終
的
に
は
四
日
の
閣
議
決
定
通
り
、
ド

イ
ツ
が
参
加
す
る
四
国
協
定
で
あ
れ
ば
認
め
る
方
針
を
示
し
た
と
い
）
62
（
う
。こ
の
こ
と
か
ら
、
ク
ロ
ウ
が
立
ち
去
っ
た
後
に
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン 

が
同
僚
た
ち
を
う
ま
く
懐
柔
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
）
63
（

る
。

　
翌
日
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
書
簡
を
送
り
、
閣
僚
た
ち
は
エ
リ
オ
と
の
交
渉
内
容
は
閣
議
決
定
に
沿
う
も
の
だ
と
承

認
し
た
と
述
べ
、
支
援
を
伝
え
）
64
（

た
。
し
か
し
、
ク
ロ
ウ
か
ら
閣
僚
会
議
の
報
告
を
受
け
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
同
僚
た
ち
に
怒
り
を
覚
え
、

協
定
案
が
転
覆
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
辞
任
す
る
と
首
相
に
伝
え
る
よ
う
ク
ロ
ウ
に
指
示
し
）
65
（

た
。
一
五
日
に
ク
ロ
ウ
は
、
外
相
の
辞

任
の
脅
し
を
携
え
て
チ
ェ
カ
ー
ズ
（
イ
ギ
リ
ス
首
相
の
別
邸
）
を
訪
問
し
た
。
そ
こ
で
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
へ
の
全
幅
の

信
頼
を
表
明
し
、
帰
国
後
に
協
定
案
を
再
度
閣
議
に
か
け
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
は
外
相
を
「
強
く
支
援
」
し
、
反
対
派
を

丸
め
込
む
自
信
が
あ
る
と
伝
え
た
。
ク
ロ
ウ
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
本
気
で
あ
り
、
バ
ー
カ
ン
ヘ
ッ
ド
、
チ
ャ
ー
チ
ル
、
エ
イ
メ
リ
ー
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と
断
固
と
し
て
争
う
意
思
を
感
じ
た
と
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
伝
え
）
66
（
た
。

　
ま
た
セ
シ
ル
は
、
一
一
日
の
閣
僚
会
議
へ
の
反
感
と
四
国
協
定
案
へ
の
支
持
を
表
明
す
る
書
簡
を
首
相
に
送
っ
た
。
セ
シ
ル
は
、
ド
イ

ツ
を
含
む
協
定
で
あ
れ
ば
、
極
端
な
平
和
主
義
者
を
除
き
、
労
働
党
、
自
由
党
を
含
め
国
論
は
一
致
す
る
。
外
務
省
は
ド
イ
ツ
を
排
除
す

る
英
仏
協
定
が
「
問
題
外
（out of the question

）」
な
の
だ
と
認
識
し
、
ド
イ
ツ
を
含
む
協
定
案
に
注
力
す
る
べ
き
だ
、
と
説
い
）
67
（
た
。

チ
ェ
カ
ー
ズ
で
こ
れ
を
見
た
ク
ロ
ウ
は
、「
大
い
に
助
け
と
な
る
手
紙
」
だ
と
高
評
価
し
）
68
（

た
。

　
外
務
省
で
は
、
セ
シ
ル
が
指
摘
し
た
方
針
転
換
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
。
九
日
、
駐
仏
大
使
ク
ル
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
三
国
協
定
の

拒
絶
に
当
初
は
反
発
し
た
と
し
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
が
孤
立
主
義
に
回
帰
せ
ず
根
気
強
く
交
渉
を
続
け
れ
ば
、
い
ず
れ
ド
イ
ツ
を
含
む
四
国

協
定
に
合
意
す
る
だ
ろ
う
、
と
進
言
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
ラ
ン
プ
ソ
ン
は
そ
れ
ま
で
の
認
識
を
改
め
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
て
三
国

協
定
交
渉
を
優
先
せ
ず
と
も
、
遅
か
れ
早
か
れ
フ
ラ
ン
ス
は
妥
協
す
る
だ
ろ
う
、
）
69
（

と
。
外
務
省
は
、
三
国
協
定
を
優
先
す
る
当
初
の
方
針

を
転
換
し
、
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
か
ら
含
む
協
定
に
照
準
を
定
め
つ
つ
あ
っ
た
。

　
そ
の
間
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
連
盟
理
事
会
に
出
席
し
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
よ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
の
拒
絶
を
正
式
に

表
明
し
）
70
（
た
。
そ
し
て
一
六
日
、
復
路
に
パ
リ
で
エ
リ
オ
と
再
び
会
談
し
た
。
エ
リ
オ
は
多
重
協
定
案
を
諦
め
、
イ
ギ
リ
ス
に
妥
協
す
る
方

針
を
固
め
て
い
た
。
彼
は
、
ド
イ
ツ
と
の
交
渉
前
に
連
合
国
間
で
予
備
交
渉
を
行
う
な
ど
、
い
く
つ
か
の
条
件
と
確
認
事
項
を
述
べ
た
う

え
で
、
ド
イ
ツ
提
案
に
基
づ
く
四
国
協
定
案
の
推
進
に
合
意
し
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
条
件
を
受
け
入
れ
、
英
仏
交
渉
は
妥
結
し
）
71
（
た
。

　
し
か
し
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
は
英
内
閣
を
説
得
す
る
必
要
が
残
っ
て
い
た
。
一
七
日
に
帰
国
す
る
と
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
呼
び
か
け

に
よ
り
そ
の
晩
二
人
は
早
速
会
談
し
た
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
協
定
案
が
外
相
の
思
い
通
り
と
な
る
よ
う
「
断
固
主
張
す
る
」
と
約
束

し
、
他
の
閣
僚
の
介
入
を
止
め
さ
せ
る
と
述
べ
）
72
（
た
。

　
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
こ
の
頃
に
は
ド
イ
ツ
を
含
む
協
定
を
推
進
す
る
方
針
を
固
め
て
い
た
。
三
月
一
九
日
に
彼
は
外
務
官
僚
た
ち
に
述

べ
た
。
イ
ギ
リ
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
平
和
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
、
①
フ
ラ
ン
ス
の
恐
怖
心
を
和
ら
げ
、
②
ド
イ
ツ
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
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調
」
に
呼
び
戻
す
、
こ
の
両
方
が
不
可
欠
で
あ
る
。
一
世
紀
前
の
カ
ー
ス
ル
レ
イ
（V

iscount Castlereagh

：
英
外
相
、
一
八
一
二
―
二
二

年
）
の
政
策
を
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
も
準
用
す
る
べ
き
だ
、
）
73
（

と
。
ま
た
、
同
日
に
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
駐
英
ド
イ
ツ
大
使
に
対
し
て
、
ド

イ
ツ
提
案
と
い
う
礎
の
上
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
国
間
協
調
の
復
興
（a restoration of the concert of the G

reat Pow
ers in Europe

）」
を
実

現
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
だ
、
と
語
っ
て
い
）
74
（
る
。
一
方
、
英
仏
白
三
国
協
定
へ
の
支
持
を
取
り
下
げ
た
理
由
を
仏
大
使
フ
ル
リ
オ

に
問
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
ド
イ
ツ
の
参
加
し
な
い
協
定
は
イ
ギ
リ
ス
の
大
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
同
僚
の
意

見
に
説
得
さ
れ
た
か
ら
だ
、
と
答
え
て
い
）
75
（
る
。
す
な
わ
ち
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
ド
イ
ツ
提
案
に
基
づ
く
四
国
協
定
に
よ
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
協
調
」
の
復
活
と
い
う
構
想
を
は
じ
め
か
ら
抱
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
内
閣
や
外
務
省
の
同
僚
に
説
得
さ
れ
て
徐
々
に
推
進
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
自
ら
の
政
策
を
英
仏
白
独
四
国
協
定
に
一
本
化
し
た
こ
と
で
、
セ
シ
ル
と
チ
ャ
ー
チ
ル
の
立
場
に
歩
み
寄

り
、
閣
内
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障
推
進
派
は
共
同
戦
線
を
張
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
イ
ギ
リ
ス
側
の
主

張
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
合
意
し
た
こ
と
も
、
推
進
派
の
追
い
風
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
閣
内
の
反
対
派
を
う
ま
く
懐
柔

し
た
こ
と
に
よ
り
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
曰
く
帰
国
後
の
閣
内
交
渉
が
「
と
て
も
ス
ム
ー
ズ
に
」、「
ト
ラ
ブ
ル
も
全
く
な
く
」
進
ん
だ
と
感
じ

る
環
境
が
整
っ
）
76
（

た
。
そ
の
結
果
、
三
月
二
〇
日
、
イ
ギ
リ
ス
内
閣
は
ド
イ
ツ
提
案
に
基
づ
く
英
仏
白
独
四
国
協
定
を
推
進
す
る
方
針
を
閣

議
決
定
し
）
77
（
た
。
そ
し
て
、
二
四
日
に
外
相
と
首
相
は
そ
の
旨
を
議
会
に
報
告
し
）
78
（
た
。

　
そ
の
後
、
半
年
間
に
わ
た
る
政
府
間
交
渉
を
経
て
、
イ
ギ
リ
ス
が
支
持
す
る
ド
イ
ツ
提
案
に
基
づ
く
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
協
定
が
同
年
一
〇

月
に
ロ
カ
ル
ノ
で
合
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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五
　
お
わ
り
に

　
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
協
定
へ
と
結
実
す
る
安
全
保
障
政
策
を
推
進
し
は
じ
め
た
第
一
の
き
っ
か
け
は
、
一
九
二
四
年
夏
に

仏
エ
リ
オ
政
権
が
行
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障
へ
の
協
力
要
請
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
と
陸
海
軍
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
フ
ラ
ン

ス
の
要
望
に
応
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
全
保
障
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
べ
き
だ
と
す
る
考
え
が
説
か
れ
た
。
第
二
の
呼
び
水
と
な
っ
た
の
は

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
で
あ
っ
た
。
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
関
係
者
は
、
国
際
連
盟
総
会
が
全
会
一
致
で
採
択
し
た
同
議
定
書
を
拒
絶
す
る

こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
認
識
し
た
。
そ
し
て
、
代
替
と
な
る
安
全
保
障
案
を
模
索
す
る
気
運
が
外
務
省
を
中
心
に
高
ま
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
感
覚
は
新
政
権
の
外
相
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
首
相
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
共
有
さ
れ
た
一
方
で
、
カ
ー
ズ
ン
や
エ
イ
メ
リ
ー
ら
他
の
多
く

の
閣
僚
は
イ
ギ
リ
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
全
保
障
問
題
に
直
ち
に
関
与
す
る
必
要
性
を
見
出
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

安
全
保
障
推
進
」
対
「
留
保
」
と
い
う
対
立
軸
が
本
論
で
描
写
し
た
閣
内
論
争
の
中
軸
を
形
成
し
た
。

　
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障
推
進
派
」
が
ま
ず
注
目
し
た
の
は
、
一
九
二
四
年
以
前
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
た
英
仏
白
三

国
協
定
案
で
あ
っ
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
、
ク
ロ
ウ
ら
外
務
省
上
層
部
と
陸
海
軍
は
こ
の
案
を
推
し
た
。
一
方
、
こ
れ
に
は
異
論
も
表
明
さ

れ
た
。
外
務
省
の
ヘ
ッ
ド
ラ
ム
＝
モ
ー
リ
ー
は
、
ド
イ
ツ
を
含
む
新
た
な
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
調
」
を
構
築
す
る
べ
き
だ
と
論
じ
、
外
相
に

一
定
の
影
響
を
与
え
た
。
ま
た
Ｃ
Ｉ
Ｄ
で
は
、
対
外
政
策
に
関
心
の
深
い
チ
ャ
ー
チ
ル
と
セ
シ
ル
が
協
定
へ
の
ド
イ
ツ
の
参
加
を
求
め
た
。

一
九
二
五
年
一
月
に
ド
イ
ツ
政
府
が
具
体
的
な
提
案
を
行
っ
た
こ
と
は
ド
イ
ツ
を
含
む
協
定
と
い
う
選
択
肢
に
現
実
味
を
与
え
た
。

　
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
の
Ｃ
Ｉ
Ｄ
と
閣
議
に
お
い
て
、
バ
ル
フ
ォ
ア
や
カ
ー
ズ
ン
ら
「
留
保
派
」
は
強
い
抵
抗
を
示
し
た
も
の
の
、

結
局
は
ド
イ
ツ
を
含
む
こ
と
を
条
件
に
安
全
保
障
協
定
の
推
進
を
甘
受
し
た
。
そ
の
主
な
理
由
は
三
点
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、
チ
ェ
ン

バ
レ
ン
が
辞
任
を
仄
め
か
し
て
ま
で
安
全
保
障
協
定
の
必
要
性
を
強
く
推
し
た
こ
と
、
第
二
に
、
首
相
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
外
相
を
一
貫
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し
て
支
援
し
た
こ
と
、
第
三
に
、
チ
ャ
ー
チ
ル
と
セ
シ
ル
の
よ
う
に
、
英
仏
協
定
に
強
く
反
発
す
る
一
方
で
、
ド
イ
ツ
を
含
む
協
定
を
支

持
し
た
閣
僚
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
三
要
素
が
揃
っ
て
は
じ
め
て
「
留
保
派
」
は
凌
駕
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
三
月
初

頭
ま
で
英
仏
白
三
国
協
定
を
第
一
に
推
し
て
い
た
以
上
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
ド
イ
ツ
を
含
む
協
定
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
る
う
え
で
、

チ
ャ
ー
チ
ル
と
セ
シ
ル
の
役
割
は
決
定
的
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
ド
イ
ツ
の
参
加
を
安
全
保
障
協
定
の
必
須
条
件
（sine qua non

）
と
し
た

か
ら
こ
そ
、
手
交
か
ら
わ
ず
か
二
か
月
と
い
う
早
期
に
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
ド
イ
ツ
提
案
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
側
の
意
図
と
は
異
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
英
仏
白
三
国
協
定
と
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
協
定
を
相
互
排
他
的
な
も
の
と
捉
え
、
二

つ
の
協
定
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
例
外
的
に
ク
ロ
ウ
と
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
仏
大
使
フ
ル
リ
オ
の
説
得
を
受
け
て
多
重
協

定
案
に
意
義
を
見
出
し
た
よ
う
だ
が
、
閣
僚
の
多
く
は
そ
れ
に
反
対
し
た
。
そ
し
て
三
月
初
頭
の
閣
議
で
、
ド
イ
ツ
を
含
ま
な
い
別
個
の

協
定
を
結
ぶ
可
能
性
は
完
全
に
排
除
さ
れ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
ド
イ
ツ
提
案
に
基
づ
く
協
定
の
み
を
追
求
す
る
方
針

を
エ
リ
オ
に
説
い
た
。
結
果
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
が
妥
協
し
、
ド
イ
ツ
案
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
ド
イ
ツ
提
案
に
基
づ
く
四
国
協
定
案
に
込
め
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
狙
い
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
曰

く
、
そ
れ
は
、
①
ド
イ
ツ
が
再
度
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
巻
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
し
、
②
フ
ラ
ン
ス
の
対
独
政
策
を
軟
化
さ
せ
、
③
ド
イ
ツ

と
ソ
連
の
結
託
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
っ
）
79
（

た
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
の
合
理
的
側
面
は
こ
こ
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
あ
れ

ば
英
仏
白
三
国
協
定
と
ド
イ
ツ
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
多
国
間
協
定
を
両
立
さ
せ
る
フ
ラ
ン
ス
の
多
重
協
定
案
も
要
件
を
満
た
し
た
は
ず
で

あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
と
り
ド
イ
ツ
提
案
が
魅
力
的
だ
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
協
定
が
明
確
に
西
欧
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

「
光
栄
あ
る
孤
立
」
の
記
憶
が
鮮
明
に
残
る
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
関
係
者
か
ら
す
れ
ば
、
東
欧
諸
国
の
保
障
を
も
視
野
に
入
れ
た
フ 

ラ
ン
ス
案
は
過
度
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
だ
と
認
識
さ
れ
た
。
も
う
一
つ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ジ
ョ
ル
（Jam

es Joll

）
の 

い
う
「
暗
黙
の
前
）
80
（

提
（unspoken assum

ptions

）」
に
属
す
る
推
論
な
の
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
指
導
者
た
ち
は
仏
独
双
方
に
「
フ
ェ
ア
」

で
あ
る
こ
と
を
非
常
に
大
事
に
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
セ
シ
ル
や
グ
レ
イ
元
外
相
の
発
言
か
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
に
同
等
の



ロカルノ条約の起源とイギリス外交、一九二四―一九二五年

157

保
障
を
与
え
る
こ
と
へ
の
強
い
こ
だ
わ
り
が
読
み
取
れ
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
も
、
イ
ギ
リ
ス
は
仏
独
の
「
公
正
な
仲
介
者
（honest 

broker

）」
で
あ
る
べ
き
だ
と
説
い
て
い
）
81
（

る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
戦
勝
国
の
み
の
内
な
る
ク
ラ
ブ
（
英
仏
白
同
盟
）

を
作
る
こ
と
は
公
正
さ
を
欠
く
も
の
と
映
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
こ
の
よ
う
な
外
交
姿
勢
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
は
仏
独

デ
タ
ン
ト
の
促
進
に
寄
与
す
る
一
方
で
、
一
九
三
〇
年
代
の
「
宥
和
政
策
」
の
背
景
に
も
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

（
1
）  Com

m
and Paper, Cm

d. 2525, Final Protocol of the Locarno Conference, 1925 （and A
nnexes

） together with Treaties between 
France and Poland and France and Czechoslovakia, Locarno, O

ctober 16, 1925 （London: H
M

SO, 1925

）.

（
2
）  

濱
口
學
「
ロ
カ
ル
ノ
体
制
成
立
の
端
緒

―
第
一
次
エ
リ
オ
内
閣
と
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
安
全
保
障
問
題
」『
国
学
院
大
学
紀
要
』
第
一
八
号
、
一

九
八
〇
年
、
九
二
―
一
三
五
頁
。

（
3
）  

大
久
保
明
「
イ
ギ
リ
ス
外
交
と
英
仏
同
盟
交
渉
の
破
綻
、
一
九
一
九
―
一
九
二
二
年
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
六
号
、
二
〇
一
三
年
、
一

七
九
―
二
一
〇
頁
。

（
4
）  

主
要
な
研
究
と
し
て
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。D

ouglas Johnson, 

“Austen Cham
berlain and the Locarno Agreem

ents

”, U
niversity of 

Birm
ingham

 H
istorical Journal, 8:1 

（1961

）, pp. 62 -81; Sibyl Eyre Crow
e, 

“Sir Eyre Crow
e and the Locarno Pact

”, English 
H
istorical Review, 87:342 （1972

）, pp. 49 -74; Anne O
rde, G

reat Britain and International Security 1920 -1926 （London: Royal 
H
istorical Society, 1978

）, pp. 68 -98; Frank M
agee, 

“‘Lim
ited Liability

’?: Britain and the Treaty of Locarno

”, Twentieth Centu-
ry British H

istory, 6:1 

（1995

）, pp. 1 -22; Erik G
oldstein, 

“The Evolution of British D
iplom

atic Strategy for the Locarno Pact, 
1924 -1925

”, in M
ichael D

ockrill and Brian M
cKercher, eds., D

iplom
acy and W

orld Power: Studies in British Foreign Policy, 
1890 -1950 

（Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, 1996

）; Richard S. G
rayson, A

usten Cham
berlain and the Com

m
itm

ent 
to Europe: British Foreign Policy, 1924 -29 （London: Frank Cass, 1997

）, pp. 31 -57. 

（
5
）  Keith M

iddlem
as and John Barnes, Baldwin: A

 Biography （London: W
eidenfeld &

 N
icolson, 1969

）, pp. 342 -59; M
artin G

il-
bert, W

inston S. Churchill, vol. 5: The Prophet of Truth 1922 -1939 
（London: H

einem
ann, 1976

）, pp. 121 -25; G
aynor John-

son, Lord Robert Cecil: Politician and Internationalist （Farnham
: Ashgate, 2013

）, pp. 143 -57.

（
6
）  

当
該
期
の
フ
ラ
ン
ス
の
安
全
保
障
政
策
に
関
し
て
は
、Peter Jackson, Beyond the Balance of Power: France and the Politics of  
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N
ational Security in the Era of the First W

orld W
ar 

（Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, 2013

）
に
詳
し
い
。
フ
ラ
ン
ス
は

一
九
二
一
年
末
頃
か
ら
、
①
英
仏
同
盟
と
、
②
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
多
国
間
協
定
を
両
輪
と
す
る
安
全
保
障
体
制
の
構
築
を
主
張
し
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
多
国
間
協
定
と
は
、
地
域
的
安
全
保
障
条
約
の
一
種
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
複
数
の
国
々
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
維
持

を
目
的
と
す
る
緩
や
か
な
合
意
（
協
商
な
い
し
不
可
侵
協
定
）
を
意
味
し
た
。
一
九
二
一
年
一
二
月
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
調
印
さ
れ
た
米
英
仏
日
四

か
国
条
約
を
モ
デ
ル
と
し
、
一
九
二
五
年
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
協
定
に
も
つ
な
が
る
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
多

国
間
協
定
は
ド
イ
ツ
を
牽
制
す
る
強
固
な
英
仏
同
盟
が
成
立
し
な
け
れ
ば
機
能
し
え
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。Ibid., pp. 383 -90. 

濱
口
學
「
ロ

カ
ル
ノ
方
式
の
萌
芽

―
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
か
ら
カ
ン
ヌ
最
高
会
議
へ
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
九
三
巻
、
第
六
号
、
一
九
九
五
年
、
七
四
九
― 

八
〇
頁
参
照
。
地
域
的
安
全
保
障
の
概
念
に
関
し
て
は
、
植
田
隆
子
『
地
域
的
安
全
保
障
の
史
的
研
究

―
国
際
連
盟
時
代
に
お
け
る
地
域
的
安

全
保
障
制
度
の
発
達
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
と
り
わ
け
二
頁
を
参
照
。

（
7
）  Cf. P.M

.H
. Bell, France and Britain 1900 -1940: Entente and Estrangem

ent （London: Longm
an, 1996

）, pp. 132 -42.

（
8
）  D

ocum
ents on British Foreign Policy 1919 -1939 （London: H

M
SO, 1947 -86

） ﹇D
BFP

﹈, （ser.

） 1/ （vol.

） 26/ （nos.

） 507 -8.

（
9
）  Jackson, Beyond the Balance of Power, pp. 459, 482ff. 

前
掲
註
（
6
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
）  H

erriot to M
acD

onald, 11.8.1924, CAB 4/11/513B, The N
ational Archives, Kew

 ﹇TN
A

﹈.

（
11
）  Joint m

em
orandum

 by the Three C
hiefs of Staff, 29.10.1924; M

em
orandum

 by the President of the Board of Trade, 
24.11.1925; Treasury m

em
orandum

, 26.11.1924; Crow
e m

inute covering Foreign O
ffice m

em
oranda, 17.11.1924; H

ankey 
m
em

orandum
, 21.11.1924; Cam

pbell （Foreign O
ffice

） m
em

orandum
, 20.11.1924; M

em
orandum

 by the First Lord of the Ad-
m
iralty, 27.10.1924; H

oare m
em

orandum
, 1.12.1924, CAB 4/11 -12/527B, 536B, 537B, 538B, 539B, 540B, 541B, 542B, TN

A; 
O
rde, G

reat Britain and International Security, pp. 69 -73.

（
12
）  Richard W

. Lym
an, The First Labour G

overnm
ent 1924 （London: Chapm

an &
 H

all, 1957

）, pp. 167 -81.

（
13
）  Foreign O

ffice m
em

orandum
, 8.7.1924; W

ar O
ffice to CID, covering a m

em
orandum

 by the G
eneral Staff, 29.9.1924; 

Cam
pbell m

em
orandum

, 20.11.1924; N
aval Staff m

em
orandum

, 8.12.1924; CAB 4/11 -12/513B, 516B, 540B, 545B, TN
A.

（
14
）  M

iddlem
as and Barnes, Baldwin, pp. 279 -83, 342ff. 

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
支
持
基
盤
で
あ
っ
た
保
守
党
右
派
の
一
部
は
、
戦
時
同
盟
国

フ
ラ
ン
ス
と
の
正
式
な
同
盟
締
結
を
主
張
し
て
お
り
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
た
。G.S. Parsons, 

“British Conserva-
tive O

pinion and the Problem
 of G

erm
any after the First W

orld W
ar

”, International H
istory Review, 35:4 （2013

）, pp. 876 -78. 
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チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
蔵
相
時
代
の
一
九
二
〇
年
に
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
と
の
安
全
保
障
協
定
の
必
要
性
を
説
く
覚
書
を
内
閣
に
提
出
す
る
な
ど
、

フ
ラ
ン
ス
と
の
安
全
保
障
協
力
を
数
年
来
主
張
し
て
い
た
。Cham

berlain note, 28.6.1920, CAB 4/7/246B, TN
A.

（
15
）  G

oldstein, 

“The Evolution of British D
iplom

atic Strategy

”, pp. 127 -8, 134 -5.
（
16
）  M

iddlem
as and Barnes, Baldwin, p. 344.

（
17
）  
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
期
の
外
務
省
の
影
響
力
拡
大
に
関
し
て
は
、B.J.C. M

cKercher, 

“Austen Cham
berlain

’s Control of British For-
eign Policy, 1924 -1929

”, International H
istory Review, 6:4 （1984

）, pp. 570 -91

を
参
照
。

（
18
）  Central D

epartm
ent m

em
orandum

, 4.11.1924, Cham
berlain m

inute, 9.11.1924, FO
 371/9820/C16913, TN

A.

（
19
）  Saint-A

ulaire à H
erriot, 11.12.1924, 

（série

） Z/G
rande-Bretagne 

﹇G
B

﹈/（vol.

） 71, A
rchives du M

inistère des A
ffaires 

étrangères, La Courneuve ﹇M
AE

﹈.

（
20
）  

Ｃ
Ｉ
Ｄ
は
、
一
二
月
と
翌
年
二
月
に
二
回
ず
つ
計
四
回
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
の
問
題
を
議
論
し
た
。
委
員
長
は
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
、
議
長
は

カ
ー
ズ
ン
が
務
め
た
。
実
質
的
な
議
事
運
営
は
カ
ー
ズ
ン
に
一
任
さ
れ
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
二
月
の
会
合
を
欠
席
し
た
。

（
21
）  

例
え
ば
、
一
九
二
三
年
の
「
相
互
援
助
条
約
（Treaty of M

utual Assistance

）」
案
の
拒
絶
な
ど
。O

rde, G
reat Britain and Interna-

tional Security, pp. 37 -46. 

（
22
）  CID

 m
inutes, 190th m

eeting ﹇CID
 190

﹈, 4.12.1924, CAB 2/4, TN
A.

（
23
）  G

ilbert, The Prophet of Truth, p. 122; Churchill note, 11.1.1925, FO
 371/10727/C1787, TN

A.

（
24
）  CID

 192, 16.12.1925, CAB 2/4, TN
A.

（
25
）  G

eneva Protocol Sub-Com
m
ittee report, 23.1.1925, CAB 4/12/559B, TN

A. 

（
26
）  Crow

e to H
ankey, 2.1.1925, CAB 16/56, TN

A.

（
27
）  D

BFP, 1/27/191.

（
28
）  F.G. Stam

brook, 

“‘Das Kind

’: Lord D

’Abernon and the O
rigins of the Locarno Pact

”, Central European H
istory, 1:3 （1968

）, 
pp. 236 -59; Peter Krüger, D

ie A
ußenpolitik der Republik von W

eim
ar （D

arm
stadt: W

issenschaftliche Buchgesellschaft, 1985

）, 
S. 269 -76.

（
29
）  

提
案
は
当
初
イ
ギ
リ
ス
の
み
に
秘
密
裏
に
な
さ
れ
、
二
月
九
日
に
フ
ラ
ン
ス
、
同
二
一
日
に
ベ
ル
ギ
ー
と
イ
タ
リ
ア
に
、
ほ
ぼ
同
内
容
の
覚
書

が
手
交
さ
れ
た
。O

rde, G
reat Britain and International Security, p. 89.
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（
30
）  D

BFP, 1/27/189, 190.

（
31
）  

ク
ー
ノ
（W

ilhelm
 Cuno

）
政
権
に
よ
る
一
九
二
二
年
末
の
提
案
な
ど
。Central D

epartm
ent m

em
orandum

, 21.1.1925, FO
 

371/10726/C1000, TN
A; O

rde, G
reat Britain and International Security, pp. 46 -55

に
詳
し
い
。

（
32
）  M

inutes, Sterndale Bennett, 21, 22.1.1925, Lam
pson, 22, 27.1.1925, and Crow

e, 22, 27.1.1925, FO
 371/10726 -7/C946, 

C980, C1143, TN
A.

（
33
）  Crow

e m
inute, 27.1.1925, FO

 371/10727/C1143, TN
A.

（
34
）  D

BFP, 1/27/195, 196.

（
35
）  Cham

berlain m
inute, 4.1.1925, FO

 371/11064/W
362, TN

A.

（
36
）  N

icolson diary, 22.1.1925, in N
igel N

icolson, ed., H
arold N

icolson D
iaries and Letters 1907 -1964 （London: Phoenix, 2005

）, 
p. 41.

（
37
）  N

icolson m
em

orandum
, 23.1.1925, FO

 371/11065/W
2035, TN

A.

（
38
）  H

eadlam
-M

orley m
em

orandum
, 12.2.1925, Cham

berlain m
inute, 21.2.1925, FO

 371/11064/W
1252, TN

A.

（
39
）  N

icolson m
em

orandum
, 20.2.1925, CAB 4/12/593B （also in CAB 24/172/CP106

）, TN
A. 

前
掲
註
（
37
）
の
覚
書
の
最
終
草
稿

で
あ
る
。

（
40
）  D

BFP, 1/27/200, 212.

（
41
）  

大
久
保
「
イ
ギ
リ
ス
外
交
と
英
仏
同
盟
交
渉
の
破
綻
」、
一
八
七
、
一
八
九
、
一
九
一
、
二
〇
三
頁
参
照
。

（
42
）  CID

 195, 13.2.1925, CAB 2/4, TN
A.

（
43
）  CID

 196, 19.2.1925, ibid.; Churchill m
em

orandum
, 24.2.1925, CAB 4/12/590B （also in CAB 24/172/CP118

）, TN
A.

（
44
）  Curzon m

em
orandum

, 19.2.1925, CAB 4/12/594B, TN
A.

（
45
）  M
iddlem

as and Barnes, Baldwin, p. 350; Crow
e to Cham

berlain, 12.3.1925, Austen Cham
berlain papers, AC 52/240, Bir-

m
ingham

 U
niversity Library, Birm

ingham
 ﹇BU

L

﹈.

（
46
）  Cecil m

em
orandum

, 23.2.1925; W
orthington-Evans m

em
orandum

 covering a m
em

orandum
 by the G

eneral Staff, 26.2.1925; 
Churchill m

em
orandum

, 24.2.1925; H
oare m

em
orandum

, 27.2.1925; Cham
berlain m

em
orandum

, 26.2.1925, CA
B 24/172/

CP112, 116, 118, 121, 122, TN
A; Am

ery diary, 2.3.1925, in John Barnes and D
avid N

icolson, eds., The Leo A
m
ery D

iaries, 
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vol. 1: 1896 -1929 （London: H
utchinson, 1980

）, p. 399.

（
47
）  Cf. G

rayson, A
usten Cham

berlain and the Com
m
itm

ent to Europe, pp. 46, 48.
（
48
）  Cabinet conclusions 

﹇CC

﹈ 12

（25

）, 2.3.1925, CAB 23/49, TN
A. 

閣
議
が
採
択
し
た
「
安
全
保
障
に
関
す
る
草
稿
（Rough D

raft 
Form

ula on Security

）」
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
参
加
の
如
何
を
問
わ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
と
二
国
間

協
定
（dual pact

）
を
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
と
感
じ
る
。
相
互
安
全
保
障
（m

utual security

）
と
西
欧
に
お
け
る
各
々
の
国
境
の
保
障
に
関

す
る
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
間
の
四
国
合
意
（quadrilateral agreem

ent

）、
そ
し
て
可
能
で
あ
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
も
含

め
た
合
意
の
問
題
は
、
異
な
る
基
盤
に
立
脚
し
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
に
対
す
る
重
要
な
保
証
（great assurance

）
と
な
る
か
も
し
れ

ず
、
急
速
な
軍
縮
に
も
つ
な
が
る
。〔
後
略
〕」

（
49
）  Cham

berlain to D
’Abernon, 11.9.1930, AC 39/2/35; Cham

berlain to N
icolson, 28.5.1934, AC 40/6/33, BU

L.

一
九
三
〇
年
に

書
か
れ
た
ダ
バ
ー
ノ
ン
へ
の
手
紙
の
中
で
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
以
下
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。
自
分
が
当
初
目
指
し
た
政
策
は
英
仏
同
盟
の
実

現
で
あ
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
安
全
保
障
提
案
を
携
え
て
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
行
く
こ
と
を
強
く
望
ん
で
い
た
。
Ｃ
Ｉ
Ｄ
で
は
ほ
と
ん
ど
の

委
員
が
自
分
の
政
策
に
反
対
し
、
支
援
し
て
く
れ
た
同
僚
は
セ
シ
ル
だ
け
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
ー
チ
ル
は
当
初
ド
イ
ツ
提
案
に
前
向
き
だ
っ
た
も
の

の
、
途
中
で
立
場
を
変
え
た
。
そ
し
て
、
三
月
二
日
の
閣
議
が
推
進
し
た
四
国
協
定
案
は
、「
私
の
政
策
で
は
な
い
も
の
の
、
機
能
し
う
る
と
信

じ
る
政
策
」
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
ニ
コ
ル
ソ
ン
へ
の
手
紙
で
は
、
閣
議
決
定
は
「
Ｃ
Ｉ
Ｄ
の
同
僚
か
ら
の
提
案
」
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
Ｃ
Ｉ
Ｄ
の
同
僚
」
が
誰
で
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
の
会
合
で
ド
イ
ツ
提
案
に
基
づ
く
協

定
を
支
持
し
て
い
た
チ
ャ
ー
チ
ル
か
セ
シ
ル
を
指
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
二
月
の
Ｃ
Ｉ
Ｄ
会
合
を
欠
席
し
て

お
り
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
で
他
に
ド
イ
ツ
提
案
に
基
づ
く
安
全
保
障
協
定
を
支
持
す
る
声
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
三
月
二
日
の
閣
議
が
採
択
し

た
「
安
全
保
障
に
関
す
る
草
稿
」（
註
（
48
）
参
照
）
は
、
こ
の
「
同
僚
」
の
見
解
を
色
濃
く
反
映
し
た
文
章
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。Jon Ja-

cobson, Locarno D
iplom

acy: G
erm

any and the W
est 1925 -1929 

（Princeton: Princeton U
niversity Press, 1972

）, p. 19

は
、

チ
ャ
ー
チ
ル
の
提
案
だ
っ
た
と
断
定
し
て
い
る
が
、
根
拠
と
な
る
出
典
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
前
掲
註
（
4
）、
註
（
5
）
で
挙
げ
た
先
行
研
究

も
こ
の
謎
を
解
明
で
き
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
三
月
二
日
の
閣
議
決
定
は
、
ド
イ
ツ
を
含
む
四
国
協
定
を
推
し
て
い
た
チ
ャ
ー
チ
ル
と
セ

シ
ル
の
主
張
を
強
く
反
映
し
て
お
り
、
彼
ら
の
立
場
に
三
国
協
定
派
と
協
定
反
対
派
が
歩
み
寄
っ
た
こ
と
に
よ
り
実
現
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

（
50
）  H

ankey diary, 22.3.1925, H
N
KY 1/7, Churchill Archives Centre, Cam

bridge.

（
51
）  Cham

berlain to D

’Abernon, 11.9.1930, AC 39/2/35, BU
L.
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フ
ル
リ
オ
に
よ
れ
ば
、
ク
ロ
ウ
は
多
重
協
定
の
意
義
を
チ
ェ
ン
バ

レ
ン
に
説
き
、
外
相
は
四
日
の
閣
議
で
一
度
は
そ
れ
を
代
弁
し
た
と
い
う
。N

ote ﹇de Fleuriau

﹈, 7.3.1925, ibid., f
os 162 -3.

（
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illiam
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illiam
 Bridgem

an 1904 -1935 （London: H
istorians

’ Press, 1988

）, p. 182. 

（
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）  M

iddlem
as and Barnes, Baldwin, p. 354.

（
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）  Baldw

in to Cham
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L.
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L.

（
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）  Crow

e to Cham
berlain, 15.3.1925, AC 52/244, BU

L.

（
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）  Cecil to Baldw
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in papers, vol. 115, Cam

bridge U
niversity Library, Cam

bridge.

（
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）  Crow

e to Cham
berlain, 15.3.1925, AC 52/244, BU
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（
69
）  Crew

e to Cham
berlain, 9.3.1925, Lam

pson m
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（
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）  League of N

ations O
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（
71
）  D

BFP, 1/27/251; notes de H
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（
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（
73
）  Cham

berlain m
inute, 19.3.1925, FO

 371/10756/C3539, TN
A.

（
74
）  Cham

berlain to D

’Abernon, 19.3.1925, FO
 371/10729/C4008, TN
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（
75
）  Fleuriau à H

erriot, 19.3.1925, Z/G
B/74, M

AE.
（
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iddlem
as and Barnes, Baldwin, p. 356; Cham

berlain to M
rs Cham

berlain, 23.3.1925, AC 6/1/606, BU
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（
77
）  CC 17

（25

）, 20.3.1925, CAB 23/49, TN
A. 

閣
議
が
合
意
し
た
文
言
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「〔
前
略
〕
ド
イ
ツ
政
府
に
よ
る
最
近
の
提

案
は
、
安
全
保
障
に
関
す
る
合
意
（settlem

ent

）
を
達
成
す
る
最
良
の
基
盤
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
合
意

を
我
々
の
協
力
な
く
し
て
達
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。〔
中
略
〕
こ
れ
ら
の
提
案
の
も
と
で
我
々
が
負
う
義
務
は
、
ド
イ
ツ
と
ベ
ル
ギ
ー

お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
間
の
国
境
の
安
全
の
相
互
保
障
（m
utual guarantee of security of the frontiers

）
を
提
供
す
る
何
ら
か
の
協
定
（ar-

rangem
ent

）
へ
の
参
加
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
が
同
協
定
の
締
約
国
と
な
る
。〔
中

略
〕
も
し
我
々
が
そ
の
よ
う
な
協
定
へ
の
参
加
を
拒
絶
し
、
孤
立
政
策
（policy of isolation

）
に
立
ち
戻
れ
ば
、
そ
の
唯
一
の
帰
結
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
大
陸
に
現
存
す
る
不
安
（unrest

）
の
悪
化
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
新
た
な
戦
争
の
原
因
と
な
る
だ
ろ
う
。〔
後
略
〕」

（
78
）  H

ouse of Com
m
ons D

ebates, 24.3.1925, ser. 5, vol. 182, cc. 291 -408.

（
79
）  CID

 200, 22.6.1925, CAB 2/4, TN
A.

（
80
）  Jam

es Joll, 1914: The U
nspoken A

ssum
ptions 

（London: W
eidenfeld &

 N
icolson, 1968

）. 

史
料
に
直
接
表
れ
な
い
同
時
代
の
常
識

や
通
念
を
指
す
。

（
81
）  Cham

berlain to Crew
e, 2.4.1925, AC 52/200, BU
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